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群
馬
県
に
お
け
る
学
校

「御
真
影
」
下
付
に
関
す
る

一
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は
じ
め
に

群
馬
県
に
お
け
る
学
校

「御
真
影
」
下
付
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
定
型
化
さ
れ
た

記
述
が
あ
る
。　
一
例
は

一
九
七
三
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
群
馬
県
教
育
史
』
で
あ
り
、

「本
県
に
お
け
る
御
真
影
は
、
明
治
二
十

一
年
十
月
二
十
五
日
、
群
馬
県
師
範
学
校

及
び
群
馬
県
尋
常
中
学
校
の
二
校
に
下
賜
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
と
す
る
。
…
…
そ
の

後
、
二
十
三
年
二
月
に
は
各
郡
立
の

一
二
の
高
等
小
学
校

（東
群
馬
南
勢
多
、
西
群

馬
片
岡
、
緑
野
多
胡
、
利
根
北
勢
多
、
新
田
北
甘
楽
、
碓
氷
、
吾
妻
、
山
田
、
邑
楽
、

佐
位
那
波
、
南
甘
楽
）

へ
天
皇
、
皇
后
陛
下
の
御
真
影
が
下
賜
さ
れ
た
」
（↓

と
書

い
た
後
、
響
同
等
小
学
校
は
郡
立
か
ら
組
合
立

へ
、
さ
ら
に
尋
常
高
等
小
学
校
へ
と

発
展
し
、
統
廃
合
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
尋
常
小
学
校
、
幼
稚
園
に
も
二
十
八
年
九

月
七
日
か
ら
御
真
影
の
複
製
が
奉
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
（こ

と
続
け
て
い
る
。

い
ま
ひ
と
つ
、　
一
九
九
〇
年
に
編
集
さ
れ
た

『群
馬
県
史
』
で
は
、
「
フ」
う
し
た

儀
式
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
が

「御
真
影
」
（天
皇

・
皇
后
の
肖
像
写
真
）
で
あ
る
。

官
立
学
校

・
中
等
学
校

・
高
等
小

・
尋
常
小
へ
の
順
で
下
賜
さ
れ
て
い
く
。
本
県
下

で
は
明
治
二
十

一
年
十
月
二
十
五
日
、
群
馬
県
師
範
学
校
と
群
馬
県
尋
常
中
学
校
の

花

井
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二
校
に
下
賜
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
二
十
三
年
に
は
各
郡
の
高
等
小
へ

下
賜
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
月
四
日
に
は
東
群
馬

・
南
勢
多

・
吾
妻

・
山
田

・
佐

位
那
波
、
五
日
に
邑
楽

ｏ
碓
氷
、
十
日
に
新
田

・
南
甘
楽

ｏ
利
根

・
北
勢
多
、
十

一

日
に
は
西
群
馬

・
片
岡
各
高
等
小

へ
順
次
下
賜
さ
れ
た
」
と
書
い
て
い
る

↑
ぉ

そ

し
て
、
コ
一十
八
年
九
月
に
は
尋
常
小
や
幼
稚
園
に
も

「御
真
影
」
の
複
製
が
収
蔵

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
十
二
月
二
十
六
日

「御
真
影
拝
戴
手
続
」
が
公
布
さ
れ
た
」

と
も
記
述
し
て
い
る

Ｔ
Ｔ

両
者
と
も
、
御
真
影
が
下
付
さ
れ
る
学
校
と
そ
の
順
序
、
時
期
に
つ
い
て
は
、
大

筋
と
し
て
一
致
し
て
お
り
、
尋
常
小
学
校
に
は

「複
製
」
御
真
影
が
下
付
さ
れ
た
こ

と
も
正
確
に
記
し
て
い
る

↑
て

た
だ
し
、
そ
の
時
期
が

一
八
九
五
年
九
月
で
ぁ
る

か
ど
う
か
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

他
方
、
群
馬
県
内
個
別
の
地
域
教
育
史
の
叙
述
に
つ
い
て
、
二
、
三
の
例
を
挙
げ
て

お
こ
う
。
『桐
生
市
教
育
史
』
は
、
只
明
治
二
三
年
―
―
筆
者
注
）
二
月
四
日
に
は
、

山
田
郡
か
ら
は
郡
書
記
及
び

（桐
生
高
等
小
学
校
長
小
笠
原
銃
次
郎
）
等
に
率
い
ら

れ
た
生
徒
、
男
百
二
十
六
人
、
女
二
人
が
県
庁
に
出
向
き
、
議
事
堂
に
て
、
拝
戴
式

を
執
行
し
、
校
長
は
書
記
官
よ
り
、
御
真
影
を
拝
受
し
た
」
（↓

と
、
高
等
小
学
校

の
場
合
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
山
田
郡
の
高
等
小
学
校
が

「桐
生



花 井

高
等
小
学
校
」
と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の

『
前
橋
市
教
育
史
』
は
、
コ
一十
三
年
二
月
四
日
の
東
群
馬
南
勢
多

外
二
校
の
高
等
小
学
校
を
は
じ
め
と
し
て
県
下
の
各
校

へ
順
次
下
賜
さ
れ
た
」
（↓

と
述
べ
る
の
み
な
ら
ず
、
「御
真
影
は
高
等
小
学
校
に
つ
い
で
、
尋
常
小
学
校
へ
も

下
賜
さ
れ
て
た
。
明
治
三
十
八
年
十
二
月
に
は
勢
多
郡
内
の
芳
賀
尋
常
高
等
小
学
校

外
九
校
に
下
賜
さ
れ
た
」
（↓

と
、
尋
常
小
学
校

へ
の
下
付
に
つ
い
て
も
日
配
り
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
前
橋
市
内
の
尋
常
小
学
校

へ
の
下
付
が
明
治
三
八
年
で
あ
る
か

ど
う
か
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

本
稿
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
筆
者
の
旧
稿

↑
）
に
つ
け
加
え
る
も
の
は
、
「御
真

影
」
下
付
の
地
域
的
事
例
を
豊
富
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
第

一
。

つ
い
で
、
尋
常
小

学
校
へ
の

「御
真
影
」
普
及
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
の
力
が
大
で
あ
る
こ
と
を
旧
稿

で
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
こ
の
点
の
微
細
な
事
柄
、
行
政
の
主
体
と
は
何
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
方
法
的
に
は
、
旧
稿
が
村
レ
ベ
ル
の
追
究
で
あ
っ
た
の
で
、
県
と

郡
と
の
や
り
と
り
の
シ
ベ
ル
で
、
こ
の
第
二
点
に
か
か
わ
り
た
い
。
さ
ら
に
は
、
旧

稿
で
第
四
種

「御
真
影
」
の
存
在
―
―
公
的
機
関
か
ら
承
認
さ
れ
な
い
肖
像
を
学
校

で
飾
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
長
野
県
日
野
地
区
だ
け
の
現
象
で
は
な
く
、
広
く
存
在

し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
。

一　

高
等
小
学
校

へ
の
宮
内
省
か
ら
の
下
付

群
馬
県
も
全
国
の
例
に
漏
れ
ず
、
県
立
学
校

へ
の

「御
真
影
」
下
付
か
ら
始
ま
っ

た
。
尋
常
師
範
学
校
と
尋
常
中
学
校
の
二
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

一
八
八
八
年

（明

治
一
一
一
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
月
に
、
三
大
節
の
祝
賀
の
た
め
と
い
う
チ
ャ
ン
ス

の
設
定
と

「忠
愛
ノ
誠
意
」
を
表
す
と
い
う
動
機
で
も
っ
て
群
馬
県
は
宮
内
省
に
伺

を
上
申
し
た
。
宮
内
省
は

一
週
間
も
お
か
ず
に
許
可
を
出
し
た

翁
ぉ

当
時
群
馬
県
立
尋
常
中
学
校
は
、
維
持
す
る
た
め
の
資
金
を
ど
う
確
保
す
る
か
を

め
ぐ
っ
て
問
題
を
か
か
え
て
お
り
、
県
費
支
出
が
で
き
ず
寄
付
金
と
授
業
料
で
ま
か

な
う
き
わ
ど
い
運
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
寄
付
金
で
運
営
さ
れ
る
学
校
を
県

立
と
冠
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
議
論
さ
え
飛
び
交

っ
た
と
い
う
。
八
九
年
十

一
月
の

県
会
で
は
補
助
費
が
可
決
さ
れ
る
に
至
る
が
、
修
学
状
態
は
か
ん
ば
し
く
な
く
、
八

六
年
の
卒
業
生
は
七
名
、
八
七
年
は
ゼ
ロ
、
八
九
、
九
〇
年
は
と
も
に
三
名
と
停
滞

し
て
い
た

貧
×

八
七
年

一
二
月
に
従
来
の
南
勢
多
郡
小
暮
村

（現
在
の
富
士
見
村
）

こ
う
う
ん

か
ら
東
群
馬
郡
の
紅
雲
地
区

（現
在
の
前
橋
市
）
に
新
校
舎
が
設
け
ら
れ
た

Ｃ
Ｘ

な
お
群
馬
県
女
学
校
は
八
六
年
に
廃
校
と
な
っ
て
い
た
。

他
方
、
高
等
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
八
九
年
の
文
部
省
総
務
局
か
ら
の
通
達
に
よ

り

「他
ノ
模
範
ト
モ
ナ
ル
ヘ
キ
優
等
ノ
学
校
」
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を

機
と
し
て
貧
、

「各
郡
所
轄
内
高
等
小
学
校
へ
一
校
ツ
ヽ
都
合
十
二
校

へ
」
と
、
八

九
年

一
一
月
天
皇
と
皇
后
の
写
真

一
対

一
二
葉
の

「御
真
影
」
下
付
を
願
い
出
た
。

そ
れ
に
対
し
て
文
部
省
か
ら
、
「拝
戴
相
成
度
校
名
不
相
分
」
と
い
う
照
会
が
き
た

た
め
、
「左
記
ノ
各
校

二
有
之
」
と
回
答
し
た
。
次
の
と
お
り
で
あ
る

２
Ｘ

一
東
群
馬
南
勢
多
高
等
小
学
校
、　
一
西
群
馬
片
岡
高
等
小
学
校
、　
一
緑
野
多
胡

高
等
小
学
校
、　
一
南
甘
楽
高
等
小
学
校
、　
一
北
甘
楽
高
等
小
学
校
、　
一
碓
氷
高

等
小
学
校
、　
一
吾
妻
高
等
小
学
校
、　
一
利
根
北
勢
多
高
等
小
学
校
、　
一
山
田
高

等
小
学
校
、　
一
新
田
高
等
小
学
校
、　
一
邑
楽
高
等
小
学
校
、　
一
佐
位
那
波
高
等

小
学
校

群
馬
県
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
左
記
の
よ
う
な
通
知
が
県
に
来
た
。

聖
上
井
皇
后
宮
御
写
真
下
付
相
成
候

二
付
及
廻
付
候
旨
去
月
二
十
九
日
ヲ
以
テ

及
通
知
置
候
処
右

ハ
都
合
有
之
当
省
ヨ
リ
廻
送
之
儀

ハ
見
合
候
二
付
直
々
県
ヨ

リ
受
取
方
当
省

へ
申
出
可
有
之
此
段
更
二
申
進
候
也
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明
治
二
十
三
年
二
月
四
日

文
部
省
総
務
局
長
辻
新
次

（「文
部
省
総
務
局
長
之
印
し

群
馬
県
知
事
佐
藤
与
三
殿

と
こ
ろ
が
こ
の
年
、
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
高
等
小
学
校
の
統
廃

合
が
九

一
年

（明
治
二
四
）
四
月
を
機
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
「御
真
影
」

の

「還
納
」
と
新
し
い
高
等
小
学
校
へ
の

「転
賜
」
が
な
さ
れ
た
。
九

一
年
八
月
に

群
馬
県
は
宮
内
省
と
文
部
省
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
上
申
書
を
提
出
し
た

（引
用

文
中
の
読
点
は
原
文
ま
ま
）
。

御
真
影
拝
戴
ノ
義
二
付
上
申

聖
上
　
　
皇
后
両
陛
下
御
真
影
ノ
義
明
治
二
十
二
年
十

一
月
甲
第
八
二

一
号
上

申

二
依
り
治
下
高
等
小
学
校

へ
各
郡

一
校
ノ
割
合
ヲ
以
テ
下
賜
相
成
候
処
西
群

馬
片
岡
、
邑
楽
、
碓
氷
、
山
田
、
南
甘
楽
高
等
小
学
校
ノ
義

ハ
新
小
学
校
令
実

施

二
依
り
今
般
之
ヲ
廃
止
シ
更

二
該
郡
中

へ
数
箇
ノ
高
等
小
学
校
設
置
方
認
可

致
シ
候
処
西
群
馬
郡
高
崎
町
高
崎
高
等
小
学
校
邑
楽
郡
館
林
町
館
林
町
外
十
三

ヶ
村
高
等
小
学
校
碓
氷
郡
安
中
町
安
中
高
等
小
学
校
山
田
郡
桐
生
町
山
田
第

一

高
等
小
学
校
南
甘
楽
郡
神
川
村
神
川
高
等
小
学
校
ノ
義

ハ
規
模
稽
完
全

ニ
シ
テ

近
傍
学
校
ノ
模
範
卜
相
成
ル
モ
ノ
ニ
付
響
キ
ニ
別
記
各
小
学
校

へ
下
賜
相
成
候

両
陛
下
御
真
影
ノ
葬
ハ
改
メ
テ
後
記
各
小
学
校
へ
御
下
賜
相
成
度
此
段
上
申
候

也
こ
の
上
申
に
対
す
る
文
部
省
の
許
可
通
知
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

（引
用
文
中
の

読
点
は
原
文
ま
ま
）
。

聖
上
　
皇
后
宮
両
陛
下
御
写
真
下
賜
相
成
居
候
貴
県
西
群
馬
片
岡
、
邑
楽
、
碓

氷
、
山
田
、
南
甘
楽
ノ
五
高
等
小
学
校
之
儀
今
般
廃
止
二
付
右
御
写
真
返
納
御

取
計
相
成
ル
ヘ
キ
ヲ
改
メ
テ
西
群
馬
郡
高
崎
町
高
崎
高
等
小
学
校
邑
楽
郡
館
林

町
館
林
町
外
十
三
ヶ
村
高
等
小
学
校
碓
氷
郡
安
中
町
安
中
高
等
小
学
校
山
田
郡

桐
生
町
山
田
第

一
高
等
小
学
校
南
甘
楽
郡
神
川
村
神
川
高
等
小
学
校

へ
転
賜
之

儀
御
申
立
ノ
次
第
有
之
候
処
右
ハ
下
賜
相
成
候
条
此
段
及
御
通
知
候
也

明
治
二
十
四
年
九
月
十
二
日

文
部
大
臣
官
房
文
書
課
長
青
木
保
回

∩
文
部
省
文
書
課
長
之
印
し

群
馬
県
知
事
中
村
元
雄
殿

つ
ま
り
、
統
廃
合
で
い
っ
た
ん
は
廃
止
に
な
る
学
校
で
も
、
新
し
く
組
織
さ
れ
た

学
校
へ
横
滑
り
さ
せ
て

「御
真
影
」
を
移
動
す
る
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。
西
群

馬
片
岡
郡
は
高
崎
町
の
高
崎
高
等
小
学
校
、
邑
楽
郡
は
館
林
町
の
館
林
町
外
十
三
ヶ

村
高
等
小
学
校
、
碓
氷
郡
は
安
中
町
の
安
中
高
等
小
学
校
、
山
田
郡
は
桐
生
町
の
山

田
第

一
高
等
小
学
校
、
南
甘
楽
郡
は
神
川
村
の
神
川
高
等
小
学
校
へ
。

そ
の
他
の
郡
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
東
群
馬
南
勢
多
、
佐
位
那
波
、
新

田
、
吾
妻
の
地
域
は
遅
れ
て
、　
一
一
月
に
入

っ
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
前
橋
高
等
小
学

校
、
伊
勢
崎
組
合
高
等
小
学
校
、
太
田
町
外
三
ヶ
村
高
等
小
学
校
、
吾
妻
高
等
小
学

校

へ
の
下
付
が
文
部
省
に
承
認
さ
れ
る
。
な
お
こ
れ
ら
に
先
立

っ
て
、
六
月
の
段
階

で
、
緑
野
多
胡
郡
第

一
高
等
小
学
校
の
も
の
は
藤
岡
町
の
藤
岡
高
等
小
学
校

へ
の

「返
納
」
＝

「下
賜
」
が
文
部
省
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
る
。

群
馬
県
は
行
政
区
画
が
複
雑
で
、　
一
八
九
〇
年
前
後
の
郡
制
度
は
左
の
と
お
り
で

あ

っ
た

（図
１
）。

し
か
し
な
が
ら
各
郡
に
高
等
小
学
校
が

一
校
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
複

数
郡
で
共
同
し
て
設
立
し
運
営
し
て
い
た
場
合
が
多
か

っ
た
よ
　
・
う
で
あ
る
。
当
時
の

高
等
小
学
校
は
、
東
群
馬

・
南
勢
多
で
一
校

（舞
察
高
等
小
学
校
）
、
西
群
馬

・
片
岡

で
二
校

（暉
剛
第

一
高
等
小
学
校
、
観
剛
第
二
高
等
小
学
校
）
、
緑
野

ｏ
多
胡
で
二
校
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（籍
第

一
高
等
小
学
校
、
需
第
一
一高
等
小
学
校
）
、
南
甘
楽
で
一
校

（南
甘
楽
高
等
小

学
校
）、
北
甘
楽
で
二
校

（北
甘
楽
第

一
高
等
小
学
校
、
北
甘
楽
第
二
高
等
小
学
校
）、

碓
氷
で
二
校

（碓
氷
第

一
高
等
小
学
校
、
碓
氷
第
二
高
等
小
学
校
）
、
吾
妻
で
二
校

（吾
妻
第

一
高
等
小
学
校
、
吾
妻
第
二
高
等
小
学
校
）
、
利
根

・
北
勢
多
で

一
校

（翻
多
高
等
小
学
校
）
、
山
田
で
一
校

（山
田
高
等
小
学
校
）、
新
田
で
一
校

（新
田
高

等
小
学
校
）
、
邑
楽
で
一
校

（邑
楽
高
等
小
学
校
）
、
佐
位

・
那
波
で
一
校

（艦
高
等

小
学
校
）
の
計

一
七
校
で
あ
っ
た

翁
Υ

そ
の
後
、　
一
八
九
六
年

（明
治
二
九
）
二
月
の
法
律

「群
馬
県
下
郡
廃
合
及
郡
界
変

更
」
に
よ
っ
て
、
東
群
馬

・
南
勢
多
が
勢
多
郡
に
、
片
岡

・
西
群
馬
が
群
馬
郡
、
多

胡

・
緑
野

ｏ
南
甘
楽
が
多
野
郡
、
佐
位

・
那
波
が
佐
位
郡
、
利
根

・
北
勢
多
が
利
根

郡
な
ど
に
統
廃
合
ざ
れ
た
ほ
か
、
北
甘
楽
郡
、
碓
氷
郡
、
吾
妻
郡
、
新
田
郡
、
山
田

郡
、
邑
楽
郡
の

一
一
郡
制
度
に
な
っ
た

翁
τ

一
設
置
区

一
校
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
へ
下
付
さ
れ
る
と
し
て
も
、　
一
設
置
区
二
校
で

あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
を
選
択
し
て

一
二
校
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
校
ご
と
の
思
惑

が
働
く
。
最
初
の
指
定
に
つ
い
て
、　
一
郡
内
に
複
数
校
あ
る
場
合
の
一
校
選
択
理
由

を
示
す
史
料
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
先
の
移
動
で
触
れ
な
か
っ
た
地
域
で
あ
る
北
甘
楽
郡
の
場
合
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。　
一
八
九

一
年

一
〇
月
の
、
北
甘
楽
郡
と
県
と
の
や
り
と
り
を
、
左
記

に
記
す
。

明
治
二
十
四
年
十
月
二
日

吾
妻
郡
北
甘
楽
郡
長
へ
照
会
案

北
甘
楽
第

一
高
等
小
学
校

へ
曇

二
下
賜
相
成
タ
ル
両
陛
下
御
真
影
ハ
、
今
般
小

学
校
令
部
分
実
施

二
依
り
、
該
校
廃
止
二
付
テ
ハ
速

二
返
納
可
為
致
筈
、
然
レ

ト
モ
、
貴
官
二
於
テ
保
管
更

二
冨
岡
高
等
小
学
校

へ
下
賜
之
義
稟
申
相
成
候
ハ

ヽ
、
詮
議
可
相
成
候
条
此
段
及
照
会
候
也
、

内
務
部
長

と
、
県
は
冨
岡
高
等
小
学
校
に
移
動
す
る
よ
う
持
ち
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北

甘
楽
郡
長
は
、

第
六
九
九
号

本
月
二
日
付
内
第
二
九
七
五
ヲ
以
テ
　
　
両
陛
下
御
真
影
、
冨
岡
高
等
小
学
校

江
下
賜
出
願
候
得
者
、
御
詮
議
可
相
成

二
付
、
至
急
上
申
書
可
差
出
旨
御
照
会

ノ
処
、
独
り
同
校
江
下
賜
相
願
候

ハ
、
他
町
村
高
等
小
学
校

二
対
シ
偏
重

二
傾

ク
ノ
嫌
可
有
シ
ト
被
存
候
間
、
暫
本
官
二
於
テ
保
管
シ
、
別
紙
各
高
等
小
学
校

毎

二
御
下
賜
相
成
度
旨
、
上
申
書
差
出
候
間
、
可
然
御
詮
議
相
成
度
、
此
段
御

回
答
候
也
、

図 1 1890年前後の群馬県の郡制

出典 :『群馬県史』通史編 7(1991年 )から。

南分多郡

軍
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群馬県における学校「御真影」下付に関する一考察

明
治
二
十
四
年
十
月
八
日
北
甘
楽
郡
長
利
根
川
孫
六

翁
群
馬
県
北
甘
楽
郡
長
利
根
川
孫
六
し

内
務
部
長
殿

と
返
答
し
た
。
遺
憾
な
が
ら
、
「
別
紙
各
高
等
小
学
校
」
な
る
史
料
が
み
つ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、　
一
校
だ
け
特
定
す
る
と
、
そ
れ
は

「偏
重
二
傾
ク
」
の
で
、
し
ば

ら
く
郡
長
の
下
に
保
管
し
て
お
き
た
い
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
し
か
し
県
は
、
冨

岡
高
等
小
学
校

へ
移
動
さ
せ
る
よ
う
、
再
び
求
め
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

明
治
二
十
四
年
十
月
十
三
日

御
真
影
之
義
北
甘
楽
郡
長
へ
照
会
案

曇
二
北
甘
楽
郡
第

一
高
等
小
学
校

へ
下
賜
相
成
タ
ル
　
　
両
陛
下
御
真
影
、
今

般
同
校
廃
止

二
付
貴
官

二
於
テ
御
保
管
追
テ
御
返
納
之
筈

二
候
処
、
引
続
各
町

村
或

ハ
組
合
町
村
ヲ
以
テ
高
等
小
学
校
設
置
相
成

二
付
テ
ハ
、
現
　
御
真
影
ヲ

併
セ
此
際
各
高
等
小
学
校

へ
更
二
下
賜
相
成
度
旨
、
本
月
八
日
二
第
六
九
八
号

ヲ
以
テ
上
申
セ
ラ
レ
候
得
共
、
近
来
御
真
影
下
賜
ノ
義
ハ
容
易
二
許
可
可
相
成

ト
レ
‐二
憮
之
眼
条
ド
階
卜
ぽ
承
湘
成
度
ド
蹴
レ
ーノ、
陽
‐
陶
慎
影
い
晨
卜
御
照
陰

及
ヒ
タ
ル
如
ク
、
冨
岡
高
等
小
学
校

へ
下
賜
ノ
義
御
上
申
、
同
校

へ
拝
戴
セ
シ

メ
候
方
可
然
卜
存
候
条
、
此
段
重
テ
及
照
会
候
也
、

内
務
部
長

こ
れ
は
、
傍
線
部
分
が
、
起
草
伺
文
で
は
、
「
現
　
御
真
影
ヲ
以
テ
独
り
冨
岡
高

等
小
学
校
へ
下
賜
相
成
候
テ
ハ
他
町
村

へ
対
シ
偏
重
ノ
嫌
有
之
義
ヲ
以
テ
直

二
御
返

納
相
成
候
御
取
計
有
之
度
此
段
及
照
会
候
也
」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、

朱
で
訂
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
は
郡
の
意
向
を
受
け
止
め
る
姿
勢
が

一
転

し
て
、
強
要
す
る
態
度
に
変
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
惜
じ
む
ら
く
は
、
理
由
を
示
す
史

料
が
存
在
し
な
い
。

ほ
か
に
も
、
こ
う
し
た
思
惑
が
交
叉
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
佐
位
那
波
郡
と
山
田

郡
で
あ
る
。
離
高
等
小
学
校
に
下
付
さ
れ
て
い
た
も
の
を
伊
勢
崎
町
伊
勢
崎
組
合
高

等
小
学
校
に

「転
賜
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
郡
長
か
ら
は
、
「佐
位
那
波
郡
ノ

高
等
小
学
校

ニ
ノ
ミ
下
付
上
申

ハ
少
シ
ク
穏
当
ナ
ラ
サ
ル
カ
」
と
の
意
見
が
寄
せ
ら

れ
、
町
村
組
合
立
の
高
等
小
学
校
に
も
、

つ
ま
り
は
、
佐
位
郡
境
町
外
三
ヶ
村
組
合

に
よ
る
毛
陽
高
等
小
学
校
、
同
郡
東
村
外

一
ヶ
村
組
合
に
よ
る
静
修
高
等
小
学
校
、

那
波
郡
玉
村
町
外
二
ヶ
村
組
合
に
よ
る
利
根
川
高
等
小
学
校
の
三
校
へ
の
下
付
願
い

が
、
十
二
月
三
日
付
で
上
申
さ
れ
た
。
そ
の
願
い
に
つ
い
て
は
、
「小
学
校
令
全
部

実
施
ノ
後
能
ク
各
郡
高
等
小
学
校
ノ
実
況
ヲ
視
察
シ
、
時
期
ヲ
見
計
ヒ
上
申
」
し
た

い
と
の
回
答
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
翌
年
二
月
に
至

っ
て
、
県
内
務
部
長
名
で
、

静
修
高
等
小
学
校

へ
　
両
陛
下
御
真
影
下
賜
ノ
儀

二
付
照
会
有
之
候
処
、
先
般

県
下
重
ナ
ル
高
等
小
学
校

（
一
郡

一
校
）

へ
下
賜
セ
ラ
レ
タ
ル
外
未
夕
何
レ
ヘ

モ
下
賜
不
相
成
、
元
ヨ
リ

一
般

へ
下
賜
セ
ラ
レ
ル
ヽ
義

ニ
ハ
無
之
、
其
筋
内
定

ノ
次
第
モ
有
之
労
、
迅
速
下
賜
ノ
運
二
難
相
成
被
存
候
条
、
右
二
承
知
相
成
度
、

と
、　
一
郡

一
校
の
原
則
を
た
て
に
、
し
か
も
、
「御
真
影
」
は
ど
こ
へ
で
も
下
付
さ

れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
最
後
の
切
り
札
を
出
し
て
、
郡
に
対
し
て
引
導

を
渡
し
た
。
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
れ
ば
郡
長
も
、
伊
勢
崎
町
の
高
等
小
学
校
に
下
付
す

る
こ
と
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

山
田
郡
で
も
同
様
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
山
田
郡
に
は
山
田
高
等
小
学
校

一

校
あ

っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
が
、
山
田
第

一
、
山
田
第
二
、
大
間
々
の
三
校
に
分
立

し
た
。
そ
こ
で
、
山
田
郡
長
は
、
三
校
に
下
付
す
る
こ
と
を
県
に
上
申
し
、
「山
田

第
二
高
等
小
学
校
及
大
間
々
高
等
小
学
校
へ
、
　
　
両
陛
下
御
真
影
御
下
賜
之
義
上
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申
致
置
候
処
、
右
ハ
如
何
御
取
扱

二
相
成
居
候
哉
、
希
ク
ハ
明
年

ハ
拝
戴
相
成
間
敷
哉
不
日
御
答
」
と
迫

っ
た
が
、
結
局
は
山
田
第

み
へ
下
付
さ
れ
る
決
断
を
群
馬
県
内
務
部
は
下
し
た
。

月
中
旬
頃
迄
ニ

高
等
小
学
校
の

二
　
　
尋
常
小
学
校

べ
の
複
写

「
御
真
影
」

の
下
付

さ
て
、
尋
常
小
学
校

へ
の
宮
内
省
か
ら
の
直
接
の
下
付
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
群

馬
県
は
、
特
に
天
皇
の
巡
幸
地
と
し
て
は
、
名
を
残
し
て
い
な
い
。

複
写

「御
真
影
」
が
群
馬
県
下
に
下
付
さ
れ
る
の
は
、　
一
八
九
五
年

（明
治
二
八
）

で
あ
る
。
八
月
に

「御
真
影
複
写
並
奉
置
手
続
」
の
訓
令
案
が
起
草
さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

「市
町
村
立
尋
常
小
学
校
幼
稚
園
ニ
シ
テ
設
備
完
整
シ
他
ノ
模
範
ト
ナ
ス
ニ
足
ル

ベ
キ
モ
ノ
」
に

「御
真
影
」
の
複
写
許
可
が
下
り
る
と
さ
れ
た

（第

一
条
）
（‐７
て

設

備
の
完
備
が
十
分
で
あ
る
こ
と
と
地
域
の
モ
デ
ル
校
で
あ
る
こ
と
と
が
、
下
付
の
条

件
で
あ
っ
た
。

九
月
二
六
日
に
、　
一
一
月
二
日
の
天
長
節
を
祝
す
る
こ
と
を
企
図
し
、　
一
〇
月

一

〇
日
ま
で
の
期
限
で
、
各
郡
に
対
し
て
複
写
希
望
の
照
会
が
な
さ
れ
た
が

ｎ
、

す

べ
て
の
郡
が
希
望
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。　
一
例
を
挙
げ
る
と
、
碓
氷
郡
か
ら
は

「御
真
影
複
写
之
義
御
照
会
之
処
本
郡
内
二
於
テ
ハ
複
写
ヲ
請
求
ス
ル
モ
ノ
無
之
候
」

と
上
申
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
は
天
長
節
を
過
ぎ
た

一
一
月

一
二
日

の
許
可
指
令
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
二
九
校
に
許
可
が
下
り
た
。

１
　
緑
野
多
胡
郡
　
藤
岡
町

（藤
岡
尋
常
）
、
吉
井
町

（吉
井
尋
常
）
、
鬼
石
町

（鬼
石
尋
常
）
、
入
野
村

（多
比
良
尋
常
）

２
　
南
勢
多
郡
　
東
村

（座
間
尋
常
×

北
橘
村

（橘
尋
常
）

３
　
西
群
馬
郡
　
倉
賀
野
町

（倉
賀
野
尋
常
）
、
新
高
尾
村

（新
高
尾
尋
常
）
、
相

馬
村

（相
馬
尋
常
）、
桃
井
村

（桃
井
尋
常
）、
白
郷
井
村

（上
自
井
尋
常
高
等
）、

高
崎
町

（高
崎
尋
常
）

４
　
北
甘
楽
郡
　
一昌
岡
町

（七
日
尋
常
）
、
西
牧
村

（西
牧
第

一
尋
常
高
等
）
、
福

島
町

（福
島
尋
常
）
吉
田
村

（南
蛇
井
尋
常
）
、
馬
山
村

（馬
山
尋
常
）
、
高
瀬

村

（高
瀬
尋
常
高
等
）

５
　
利
根
北
勢
多
郡
　
片
品
村

（武
尊
根
尋
常

・
東
小
川
尋
常
）
、
利
南
村

（舛

形
尋
常
高
等

・
下
久
屋
尋
常

・
上
久
屋
尋
常
高
等
）
、
古
馬
牧
村

（利
根
川
尋

常
高
等
）
、
桃
野
村

（月
夜
野
尋
常

ｏ
呉
桃
尋
常
）
、
糸
野
瀬
村

（糸
井
尋
常
高

等
）
、
川
場
村

（川
場
尋
常
高
等
）
、
薄
根
村

（薄
根
尋
常

ｏ
三
峯
尋
常
）
、
赤

城
根
村

（赤
城
根
東
尋
常
）

６
　
山
田
郡
　
福
岡
村

（福
岡
尋
常
高
等

・
福
岡
東
尋
常

・
福
岡
西
尋
常
）
、

７
　
邑
楽
郡
　
館
林
町

（館
林
尋
常
）
、
小
泉
村

（小
泉
尋
常
）

８
　
南
甘
楽
郡
　
中
里
村

（西
中
里
尋
常
）
、

９
　
佐
位
郡
　
伊
勢
崎
町

（伊
勢
崎
尋
常
高
等
）
、
殖
蓮
村

（殖
蓮
尋
常
）

一
般
に
申
請
は
、
次
の
よ
う
な
文
面
で
な
さ
れ
た
。

別
紙
之
通
り
夫
々
申
請
書
差
出
候

二
付
調
査
候
処
、
別
記
舛
形
覇
小
学
校
外
十

校

ハ
設
備
完
全
ニ
シ
テ
郡
内
屈
指
ノ
地
位

二
在
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
訓
令
第

一
条
ニ

恰
当
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
条
、
御
許
可
相
成
様
致
度
、
自
余
ノ
分
猶
ホ
不
備
ノ

点
モ
有
之
候

二
付
御
許
可
不
相
成
様
致
度
、

利
根
北
勢
多
郡
長
か
ら
の
上
申
書
の
部
分
で
あ
る
。
郡
内
の
利
南
村
、
川
場
村
な

ど
か
ら
申
請
が
郡
に
な
さ
れ
、
そ
れ
を
郡
段
階
で
調
査
の
う
え
ふ
る
い
に
か
け
た
の

で
あ
る
。
設
備
の
十
分
さ
と
地
域
の
モ
デ
ル
校
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
に
依

っ

て
い
る
。
そ
の
上
で
県
が
最
終
的
に
許
可
す
る
こ
と
に
な
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
申
請
し
な
が
ら
も
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
例
が

あ
る
。
西
群
馬
郡
の
倉
田
村
か
ら
、
三
ノ
倉
尋
常
小
学
校
と
権
田
尋
常
小
学
校
の
二
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校
に
下
付
希
望
が
上
申
さ
れ
た
が
、
「御
真
影
複
写
ノ
件
許
可
及
ヒ
難
シ
」
と
の
回

答
が
県
知
事
か
ら
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
結
果
だ
け
が
記
さ
れ
て
お
り
、
理
由
を
示

す
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。
他
の
許
可
校
は
、
「其
校
舎
何
レ
モ
村
有
ニ
シ
テ
設
備

相
整
居
候
ヘ
ハ
複
写
御
許
可
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
条
件
と
し
て
の
欠
落

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
翌
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
群
馬
県
に
対
し
て
、

従
来
諸
学
校

工
　
　
聖
上
　
皇
后
両
陛
下
御
真
影
下
賜
相
成
候
儀

ハ
、
公
立

ニ

限
ル
コ
ト
ニ
有
之
候
処
、
右
拝
戴
方
申
出
之
節
該
学
校
設
立
之
区
分
御
記
入
無

之
向
往
々
有
之
、
為
メ
ニ
其
都
度
御
照
会
ヲ
要
シ
手
数
等
相
掛
り
候
間
、
爾
後

ハ
市
町
村
立
等
公
立
之
旨
判
明
候
様
御
記
入
相
成
度
、
為
念
此
段
予
メ
申
進
致

候
也
、

と
い
っ
た
注
意
が
文
部
大
臣
秘
書
官
か
ら
な
さ
れ
た
か
ら
、
「村
有
」
と
い
う
の
は

結
構
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
郡
レ
ベ
ル
の
選
別
が
働
い
た
が
、
そ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
緑
野
郡
新
町

尋
常
小
学
校
の
例
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「該
町
長
ヨ
リ
申
請
書
差
出
候
処
、
右

ハ

曇

二
取
纏
上
申
ノ
際
同
校
ヲ
除
キ
シ
ハ
、
当
時
ノ
現
況

二
於
テ
校
舎

二
不
備
ノ
点
有

之
シ
ニ
依
り
」
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
に

「設
備
ノ
完
成
」
が

あ

っ
た
の
で
、
「他
ノ
奨
励

ニ
モ
相
成
候
次
第
」
と
い
う
こ
と
で
、
後
日
に
な
っ
て

追
加
上
申
が
あ
り
、
後
記
の
よ
う
に
許
可
さ
れ
る
。

当
初
は
当
該
市
町
村
で
写
真
師
を
選
ぶ
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
、
群

馬
県
で
ま
と
め
て
複
写
し
、
そ
れ
を
市
町
村
を
通
じ
て
各
学
校
に
下
付
し
た
。

今
回
ハ
創
始
ノ
事

ニ
モ
有
之
労
、
各
郡
市
ノ
分
取
纏
メ
本
県
二
於
テ
複
写
ヲ
命

セ
ラ
レ
候
上
、
夫
々
下
賜
相
成
候

ハ
ヽ
労
費
ヲ
省
キ
得
ラ
レ
、
好
都
合
二
可
有

之
卜
存
候
、

し
た
が
っ
て
、
学
校
の
方
で
は
、
保
管
の
仕
方
に
思
慮
を
め
ぐ
ら
す
と
こ
ろ
も
あ
っ

て
、
邑
楽
郡
長
か
ら
の
、
「奉
安
所
設
置
、
其
修
飾
等
之
準
備
モ
有
之
候
条
、
出
来

上
り
額
縁
■
モ
竪
何
程
、
横
何
程

二
相
成
候
哉
」
と
い
う
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、

一
二
月
に
入

っ
た
ワ」
ろ
に
、

客
月
二
十
九
日
乙
第
六
八
九
号
ヲ
以
テ
複
写
御
真
影
ノ
大
サ
御
照
会
之
処
、
右

ハ
予
テ
館
林
高
等
小
学
校

へ
下
賜
相
成
居
候
モ
ノ
ト
同
様

ニ
シ
テ
、
其
額
縁
ハ

之

二
多
少
ノ
掛
酌
ヲ
加

へ
予
定
セ
ラ
レ
候

ハ
ヽ
可
然
候
、
此
段
及
御
答
候
也
、

と
県
は
回
答
し
て
い
る
。

費
用
は
も
ち
ろ
ん
学
校
の
属
す
る
市
町
村
の
負
担
で
あ
る
。

緑
野
多
胡
、
東
群
馬
南
勢
多
、
西
群
馬
片
岡
、
北
甘
楽
、
利
根
北
勢
多
、
山
田
、

邑
楽
、
南
甘
楽
、
佐
位
那
波
郡
長
宛
の

一
一
月

一
九
日
付
け
の
照
会

「学
発
第

一
〇

一
号
」
で
は
、

当
庁

二
於
テ
複
写
執
行
相
済
ミ
、
日
下
調
製
中

二
候
処
、
其
複
写
二
関
ス
ル
費

用
支
払
上
ノ
都
合
有
之
候
条
、
御

一
対

二
付
金
五
円
ノ
割
合
ヲ
以
テ
御
徴
収
ノ

上
、
至
急
御
回
金
方
御
取
計
相
成
候
様
致
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也
、

と
、
天
皇
と
皇
后
の
写
真

一
対
に
つ
き
五
円
、
額
縁
付
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
複
写
料
金
は
支
払

っ
た
け
れ
ど
も
、
現
物
が
な
か
な
か
こ
な
い
と
い
う

こ
と
で
、

御
真
影
御
下
付
ノ
日
取
り
、
曇
キ
ニ
御
通
知
ヲ
得
候
処
、
猶
ホ
其
義
二
至
ラ
ザ



花 井 信

ル
ヨ
リ
、
町
村

二
於
テ
ハ
是
非
ト
モ
年
内

二
御
交
付
相
願
度
希
望

二
有
之
候
、

と
催
促
す
る
、　
〓

一月

一
八
日
付
の
、
利
根
北
勢
多
郡
長
か
ら
の
照
会
も
提
出
さ
れ

た
。
実
情
は
複
写
を
委
託
さ
れ
た
写
真
師
、
松
崎
晋
二
の
仕
事
が
遅
れ
た
た
め
で
あ
っ

た
が
、　
〓

一月
の
下
旬
か
ら

一
月
上
旬
に
わ
た
っ
て
、
各
校
に
下
付
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
受
け
入
れ
式
の
様
子
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
多
胡
郡
入
野
村
の
多
比

良
尋
常
小
学
校
の
一
月

一
七
日
に
行
な
わ
れ
た

「奉
迎
及
拝
戴
式
」
の
様
子
で
あ
る
。

一
奉
迎
ト
シ
テ
、
緑
野
多
胡
郡
役
所
迄
、
入
野
村
長
多
比
良
学
校
首
席
訓
導
助

役
担
任
書
記
同
校
生
徒
惣
代
八
人
内
男
生
四
人
女
生
四
人

ニ
シ
テ
、
午
前
十
時

二
十
五
分
郡
庁
内

二
於
テ
、
郡
長
藤
岡
警
察
署
長
郡
書
記

一
同
正
列
シ
、
甲
斐

郡
長

ニ
ハ
群
馬
県
ヨ
リ
御
添
達
朗
読
セ
ラ
レ
、
拝
戴
順
序
奉
置
場
護
衛
二
至
ル

迄
ノ
御
注
意
ニ
テ
、
首
席
訓
導
二
拝
戴
セ
シ
メ
ラ
レ
、
是
ヨ
リ
乗
車
シ
拝
戴
者

ニ
ハ
車
夫

一
名
増
員
奉
迎
者
前
后

二
供
奉
仕
、
前
駆
ハ
藤
岡
警
察
署
長
騎
馬
ニ

テ
厳
重
取
締
セ
リ
、

一
多
胡
郡
境
ニ
ハ
吉
井
警
察
分
署
長
代
理
巡
査
部
長
数
人
ノ
巡
査
卜
奉
迎
セ
リ
、

仝
所
二
入
野
村
役
場
吏
員
議
員
区
長
学
務
委
員
有
志
者
数
百
人
ニ
テ
羽
織
袴
着

用
ニ
テ
奉
迎
ス
、
同
所
二
多
比
良
尋
常
小
学
校
職
員
生
徒

一
同
、
鏑
南
尋
常
小

学
校
職
員
生
徒

一
同
、
馬
庭
尋
常
小
学
校
職
員
生
徒

一
同
、
多
胡
高
等
小
学
校

職
員
生
徒

一
同
奉
迎
セ
リ
、
是
ヨ
リ
入
野
村

二
至
り
、
各
戸
二
国
旗
ヲ
掲
ケ
又

奉
迎
者
モ
追
々
増
加
セ
リ
、
大
字
多
比
良
村
入
ロ
ニ
着
ス
ル
ヤ
祝
砲
ノ
如
ク
煙

火
数
十
発
セ
リ
、
尚
同
所
ヨ
リ
学
校
迄
ノ
道
筋
両
側
ニ
ハ
、
七
五
三
ヲ
張
り
此

延
長
凡
拾
五
町
、
又
緑
門
三
ヶ
所
二
設
置
ヤ
リ
、
午
後

一
時
御
安
着
ス
此
間
煙

火
絶
間
ナ
シ
、

一
式
場
学
校
楼
上

ニ
シ
テ
、
西
部
二
五
尺
四
方
ノ
台

二
奉
置
シ
、
紋
綸
編
ノ
笈

ヲ
張
り
又
六
尺
計
ヲ
隔
テ
紫
縮
緬
ノ
幕
ヲ
張
り
中
央
結
ヒ
揚
ケ
、
国
旗
ヲ
交
叉

シ
、
尚
六
尺
計
距
テ
左
方

二
藤
岡
警
察
署
長
吉
井
警
察
分
署
長
代
理
巡
査
部
長

入
野
村
長
助
役
学
務
委
員
村
会
議
員
区
長
二
側

二
、
右
方
多
比
良
尋
常
小
学
校

職
員
、
中
央

二
同
校
生
徒
正
列
シ
、
村
長
学
務
委
員
ニ
テ
笈
ヲ
開
ク
、　
一
同
最

敬
礼
、
全
校
首
席
訓
導
勅
語
奉
読
、
是
ヨ
リ
右
席
順
二
参
拝
、

一
鏑
南
尋
常
小
学
校
職
員
生
徒

一
同
、
馬
庭
尋
常
小
学
校
職
員
生
徒

一
同
、
奉

迎
有
志
者
参
拝
ス
、

一
衆
庶
ノ
参
拝
、
学
校
入
ロ
ニ
巡
査
弐
名
、
楼
上
入
ロ
ニ
指
揮
者

一
名
、
奉
置

場

二
訓
導
臨
監
注
意
シ
、
二
人
ゾ

ヽ
式
ヲ
定
メ
テ
参
拝
ヲ
為
サ
シ
ム
、
午
后
四

時
限
り
止
ム
、

〓
一　
前
橋
地
域
に
お
け
る
状
況

さ
て
、
群
馬
県
全
域
の
状
況
は
掴
め
た
の
で
、
個
別
学
校
の
実
情
に
論
旨
を
展
開

し
た
い
。
東
群
馬

・
南
勢
多
郡
に
位
置
す
る
前
橋
地
域
の
一
端
を
み
て
み
よ
う
。　
一

八
九
〇
年
に
東
群
馬

・
南
勢
多
郡
高
等
小
学
校
に

「御
真
影
」
が
下
付
さ
れ
た
と
き

の
様
子
を
、
二
月
四
日
の

「事
務
日
誌
」
は
こ
う
記
し
て
い
る

３
Ｘ

一
本
日
本
校

へ
御
真
影
御
下
賜
相
成

二
付
拝
戴
ノ
為
メ
職
及
生
徒

一
同
本
県
議

事
堂
ナ
ル
式
場
へ
出
頭
整
列
シ
式
次
ノ
如
ク
拝
戴
シ
帰
校
ノ
後
御
真
影
御
着

御
ノ
式
ヲ
挙
行
シ
畢
ル

一
本
校
生
徒

一
同
へ
赤
飯
ヲ
饗
ス

一
此
日
郡
長
郡
吏
御
真
影
御
着
御
式
場

へ
臨
ミ
拝
謁
セ
ラ
ル

と
く
に
こ
れ
と
い
っ
た
祝
事
を
こ
ま
ご
ま
と
は
記
録
し
て
い
な
い
。
感
激
累
々
と

い
っ
た
様
が
見
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
桂
萱
尋
常
小
学
校
の
場
合
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。
桂
萱
小
学
校
の
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「
沿
革
誌
」
に
よ
れ
ば
、　
一
八
八
六
年

（明
治

一
九
）
上
泉
村
に
南
勢
多
第
二
尋
常

小
学
校
と
し
て
置
か
れ
、　
一
八
八
九
年

（明
治
三
二
）
五
月
町
村
制
の
実
施
に
と
も

な
い
、
桂
萱
村
役
場
が
設
置
さ
れ
る
。
同
年

一
二
月

一
五
日
に
校
舎
修
繕
式
を
挙
行

す
る
が
、
そ
の
概
況
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る

第
Υ

「校
門
ニ
ハ
国
旗
ヲ
交
叉
シ
式
場
ノ
正
面

二
両
陛
下
ノ
御
真
影
ヲ
掲
ケ
其
前
面

二
花
瓶
ヲ
装
置
シ
タ
ル
演
壇
ヲ
設
ケ
場
ノ
右
ヲ
郡
長
郡
書
記
及
村
役
場
吏
員
ノ

席
ト
シ
左
ヲ
同
校
職
員
席
ト
シ
第
ニ
ヲ
生
徒
父
兄
席
ト
ス
而
シ
テ
風
琴
ヲ
装
置

シ
前
面
第

一
席

二
生
徒
整
列
セ
シ
メ
仝
第
二
席
ヲ
学
校
委
員
席
ト
シ
準
備
整
ヒ

タ
ル
後

一
同
着
席

（八
木
郡
長
代
理
ト
シ
テ
富
樫
郡
書
記
臨
場
ス
）
敬
礼
終
リ

テ
君
ガ
代
ノ
唱
歌
ヲ
奏
シ
三
野
村
長
開
会
ノ
旨
意
ヲ
述
べ
以
テ
田
中
校
長
補
工

事
ノ
結
果
上
ヨ
リ
原
因
二
説
キ
及
ボ
シ
次

二
富
樫
郡
書
記
生
徒
井

二
父
兄
ノ
心

得
上
ニ
ツ
キ
懇
切
ノ
演
説
ア
リ
次

二
学
校
職
員
井
村
役
場
員
数
氏
ノ
祝
文
朗
読

ア
リ
了
リ
テ
生
徒
ノ
亜
鈴
体
操
余
興
ト
シ
テ
嘲
筒
ノ
演
習
ヲ
ナ
シ
一
同
歓
喜
シ

テ
退
散
セ
リ
此
ノ
時
田
村
平
衛
赤
飯
ヲ
寄
付
シ
テ
来
賓

一
同
へ
供
饗
ス
」

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る

「両
陛
下
ノ
御
真
影
」
と
い
う
も
の
が
気
に
か
か
る
。
実
は
、

式
会
場
を
飾
る
た
め
に
、
国
旗
、
花
瓶
と
と
も
に
、
関
係
者
が
寄
付
し
た
も
の
で
あ

り
、
記
事
の

「御
真
影
」
と
は
、
校
長
補
の
田
中
元
八
が

「両
陛
下
皇
太
子
ノ
額

一

面
」
を
寄
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
市
販
さ
れ
て
い
る
天
皇
の
写
真
、
画
像

を
公
的
な
場
に
掲
示
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
と
こ
ろ
、
校
長
補
が
勇
み
足
を
し
た
。

旧
稿
で
指
摘
し
た
、
第
四
種

「御
真
影
」
で
あ
る

貧
Υ

こ
う
し
た
逸
脱
は
、
し
か
し
、　
一
過
性
と
片
付
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
ほ
か

に
も
見
ら
れ
た
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
吾
妻
郡
沢
田
村
が

一
八
九
二
年
教
育
勅
語
の

再
下
付
を
願
い
出
た
と
き
、

沢
田
村
長
ヨ
リ
、
勅
語
謄
本
再
下
賜
ノ
儀
上
申
相
成
候
処
、
文
中
貴
顕
ノ
肖
像

云
々
卜
有
之
、
右
ハ
如
何
ナ
ル
肖
像
ナ
ル
欺
、
曾
下
賜
相
成
タ
ル
儀
無
之
候
条
、

心
得
違
イ
無
之
欺
、
指
示
ノ
上
、
書
面
訂
正
差
出
方
取
計
相
成
度
、
別
紙
返
戻

此
段
及
通
牒
候
也
、

と
、
県
の
内
務
部
長
か
ら
吾
妻
郡
長

へ
指
示
が
行

っ
た

の
ｘ

桂
萱
小
学
校
の
場
合
、
翌
年

一
月

一
日
に
勅
語
謄
本
が
下
付
さ
れ
た
と
き
に
は
、

特
に
式
を
挙
げ
て
い
な
い
し
、
二
月

一
一
日
の
紀
元
節
祝
賀
式
に
あ
っ
て
も
、
勅
語

を
奉
読
し
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
式
に
保
護
者
を
集
め
た
が
、
「父
兄
ヲ
招
集
ス
、

集
ル
者
僅

二
三
十
名
」
と

「沿
革
誌
」
執
筆
者
は
慨
嘆
し
て
い
る
。
地
域
民
の
学
校

に
対
す
る
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
紀
元
節

へ
の
関
心
を
表
わ
し
て

い
る
の
か
。
と
り
あ
え
ず
は
、
高
等
小
学
校
の
設
立
に
地
域
民
は
動
く
の
で
、
後
者

の
関
心
の
薄
さ
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
第
四
種

「御
真
影
」
は

勇
み
足
で
あ
り
つ
つ
、
地
域
民
を
教
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

「沿
革
誌
」
に
よ
れ
ば
、　
一
八
九

一
年

一
月
ま
で
上
泉
尋
常
小
学
校
と
称
し
、
二

月
か
ら
桂
萱
尋
常
小
学
校
と
改
称
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
年

一
〇
月
に
は
桂
萱
高
等
小

学
校
が
併
設
さ
れ
る
。
そ
し

一
八
九
二

（明
治
二
六
）
年
四
月
に
桂
萱
覇
小
学
校
と

な
る
。
尋
常
高
等
小
学
校
の
設
立
に
と
も
な
い
、
校
区
内
に
桂
萱
第
二
尋
常
小
学
校
、

桂
萱
第
二
尋
常
小
学
校
、
桂
萱
第
四
尋
常
小
学
校
が
成
立
す
る
。

こ
の
桂
萱
高
等
小
学
校
あ
る
い
は
桂
萱
覇
小
学
校
に
は

一
九
〇
二
年
時
点
に
あ
っ

て
も
、
「御
真
影
」
は
下
付
さ
れ
て
い
な
い
。
「沿
革
誌
」
に
あ
る

「群
馬
県
勢
多
郡

桂
萱
尋
常
高
等
小
学
校

一
覧
表
」
（明
治
二
十
五
年
四
月
）
に
依
れ
ば
、
「御
真
影
下

賜
年
月
」
は
空
欄
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
桂
萱
第
四
尋
常
小
学
校
に
は
、
複
写

「御
真
影
」
が
下
付
さ
れ

て
い
た
。

勢
多
郡
長
は

一
八
九
六
年

（明
治
二
九
）

一
二
月
、
次
の
よ
う
な
、
「御
真
影
複



花 井

写
ノ
儀
申
請
書
進
達
二
付
添
上
申
」
を
群
馬
県
知
事
に
提
出
し
た

翁
Υ

天
皇
陛
下
　
　
皇
后
陛
下
御
真
影
複
写
ノ
上
、
川
原
嶋
尋
常
小
学
校
、
敷
島
尋

常
小
学
校
、
棚
下
尋
常
小
学
校
、
桂
萱
第
四
尋
常
小
学
校
、
嶺
尋
常
小
学
校
、

草
木
尋
常
小
学
校
、
沢
入
尋
常
小
学
校

へ
奉
置
致
度
趣
、
各
村
長
ヨ
リ
申
請
書

差
出
候

二
付
、
取
調
候
処
、
右
七
校
ハ
明
治
二
十
八
年
訓
令
甲
九
十
号
　
御
真

影
複
写
　
奉
置
手
続
第

一
条
二
該
当
候
モ
ノ
ト
相
認
メ
候
条
、
複
写
ノ
儀
御
許

可
相
成
候
様
致
度
、
別
紙
申
請
書
進
達
、
此
段
上
申
候
也

勢
多
郡
が
こ
う
判
断
し
た
の
は
、
桂
萱
村
か
ら
、

御
真
影
複
写
之
儀
申
請

天
皇
陛
下
　
　
皇
后
陛
下
御
真
影
複
写
之
上
、
本
村
第
四
尋
常
小
学
校

へ
奉
置

仕
度
候
条
、
御
許
可
相
成
度
、
明
治
二
十
八
年
本
県
訓
令
甲
第
九
十
号
二
依
リ

此
段
申
請
候
也
、

勢
多
郡
　
桂
萱
村
長
代
理
　
助
役
兼
子
藤
造

翁
勢
多
郡
桂
萱
村
助
役
兼
子
藤
造
し

明
治
二
十
九
年
十
二
月
五
日

と
、
第
四
尋
常
小
学
校
の
み
に
、
「御
真
影
」
下
付
申
請
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

桂
萱
村
と
し
て
は
、
村
内
の
模
範
と
な
る
尋
常
小
学
校
は
、
第
四
尋
常
小
学
校
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

翌
年

一
月
七
日
付
の
、
桂
萱
村
長
代
理
助
役

・
兼
子
藤
造
名
に
よ
る

「奉
戴
式
報
告
」

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た

２
Ｘ

明
治
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
桂
萱
村
長
代
理
助
役
、
桂
萱
第
四
尋
常
小
学

校
主
席
訓
導
、
学
務
委
員

一
名
、
常
設
委
員

一
名
等
午
前
十
時
出
発
、
正
午
十

二
時
八
木
郡
長
ヨ
リ
　
御
真
影
ヲ
奉
戴
シ
、
主
席
訓
導
之
ヲ
棒
持
シ
、
警
察
官

先
駆
、　
一
同
腕
車

ニ
テ
随
伴
シ
、
后
二
時
桂
萱
村
役
場
へ
着
ス
ル
ヤ
、
役
場
吏

員
及
大
字
江
木
村
堤
村
ノ
有
志
者
百
余
名
同
校
生
徒
五
十
名
整
列
奉
迎
シ
、
暫

時
休
憩
其
ヨ
リ
大
小
旗
数
十
流
ヲ
持
テ
隊
伍
粛
々
　
御
真
影
ノ
前
後
ヲ
警
衛
シ

テ
帰
校
シ

一
同
校
舎
前
庭
二
整
列
、
主
席
訓
導
予
テ
設
タ
ル
式
場

二
御
真
影
ヲ

安
置
シ
暫
時
休
憩
、
校
舎
前
ニ
ハ
緑
門
ヲ
造
り
大
国
旗
ヲ
交
叉
シ
、
式
場
極
メ

テ
謹
粛

ニ
シ
テ
、
后
四
時
拝
戴
式
ヲ
挙
グ
、
列
席
者

一
同
着
席
、
村
長
代
理
助

役
先
ツ
本
日
本
校

二
此
式
ヲ
挙
グ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
理
由
ヲ
陳
述
シ
、
薮
二
本
県

ョ
リ
　
御
真
影
二
添
ヘ
テ
下
賜
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
訓
令
ヲ
朗
読
シ
、
次
二
主
席
訓

導
　
御
真
影
ヲ
奉
閲
シ
一
同
最
敬
礼
、
生
徒
君
が
代
ノ
唱
歌
ヲ
三
回
シ
、　
一
同

両
陛
下
ノ
万
歳
ヲ
奉
祝
シ
全
ク
式
ヲ
終

へ
、
主
席
訓
導
　
御
真
影
ヲ
奉
閉
ジ
順

次
退
場
セ
リ
、
時

二
午
后
五
時
ナ
リ
　
御
真
影
ハ
厳
重
二
之
ヲ
奉
蔵
セ
リ
、

夕
方
日
が
暮
れ
る
ま
で
行
な
わ
れ
た
、
受
け
入
れ
式
で
あ
っ
た
。
桂
萱
第
四
尋
常

小
学
校
の
校
区
が
、
江
木
、
堤
の
地
域
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
桂
萱
村
は
、
現
在
の

前
橋
市
域
で
は
、
幸
塚
町
、
上
沖

ｏ
下
沖
町
、
三
俣
町
、
西

ｏ
東
片
員
町
、
上
泉
町
、

荻
窪
町
、
亀
泉
町
、
石
関
町
、
堀
の
下
町
、
堤
町
、
江
木
町
を
エ
リ
ア
と
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。

『前
橋
市
教
育
史
』
は
、　
一
九
〇
五
年

（明
治
三
八
）
か
ら
市
域
内
の
尋
常
小
学

校
に

「御
真
影
」
下
付
が
あ
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
桂
萱
第
四
尋
常
小
学
校

が

一
八
九
六
年
に
は
下
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
で
知
ら
れ
る
。



群馬県における学校「御真影」下付に関する一考察

お
わ
り
に

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
は
じ
め
に
」
に
戻
ろ
う
。
そ
こ
で
、
群
馬
県
下
の

学
校

「御
真
影
」
の
下
付
状
況
に
つ
い
て
、
先
行
叙
述
を
上
げ
て
、
尋
常
小
学
校

へ

は
い
ず
れ
も
九
月
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
そ
れ
は
、
複
写
手
続
き
が

制
定
さ
れ
た
時
で
あ
っ
て
、
実
際
に
下
付
さ
れ
た
時
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
下
付
さ
れ
た

「御
真
影
」
を
受
け
入
れ
る
際
の
儀
式
の
段
取
り
を
定
め
た

「拝

戴
手
続
」
が

一
二
月
に
訓
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
九
月
に
制
定
さ
れ
た
、
下
付
さ

れ
る
条
件
を
定
め
た

「御
真
影
複
写
並
奉
置
手
続
」
と
は
違
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ

みた
。ま

た
、
尋
常
小
学
校
へ
の
下
付
許
可
は
当
初
、
先
に
示
し
た
三
九
校
で
あ
っ
た
が
、

後
に
二
校
認
め
ら
れ
て
、
四

一
校
に
な
っ
た
。
緑
野
郡
の
新
町
尋
常
小
学
校
と
佐
位

郡
の
今
井
尋
常
小
学
校
が
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
碓
氷
郡
は
申
請
が
な
か

っ
た

こ
と
を
既
述
し
た
と
こ
ろ
、
他
に
も
吾
妻
郡
、
東
群
馬
郡
、
片
岡
郡
、
新
田
郡
、
那

波
郡
の
尋
常
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
下
付
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
翌
年

一
八
九
六
年
の
一
〇
月
以
降
に
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
尋
常
小
学
校
に
も
下

付
さ
れ
て
ゆ
く

翁
）
が
、
し
か
し
、
新
田
郡
か
ら
は
、
「部
内

ニ
ハ
ロ
下
ノ
処
御
照

会
之
主
旨

二
該
当
ス
ル
モ
ノ
無
之
」
と
回
答
が
ゆ
く
。

第

一
回
日
の
複
写

「御
真
影
」
下
付
の
状
況
は
以
上
で
あ
る
。

宮
内
省
か
ら
下
付
さ
れ
た
高
等
小
学
校
へ
の

「御
真
影
」
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県

は
、　
一
郡

一
高
等
小
学
校
と
い
う
配
布
基
準
を
立
て
、
郡
内
に
複
数
高
等
小
学
校
が

あ
る
場
合
は
、
設
備
の
完
成
度
お
よ
び
郡
内
の
模
範
と
い
う
観
点
か
ら
選
定
し
た
模

様
で
あ
る
。
郡
か
ら
の
希
望
は
、
県
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宮

内
省
か
ら
の
直
接
の
下
付
と
い
う
こ
と
か
ら
、
め
っ
た
や
た
ら
に
は
下
さ
な
い
と
の

特
権
意
識
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
、
特
定
校
の

「偏
重
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
も
、

推
薦
権
を
行
使
し
た
強
圧
が
か
け
ら
れ
た
。

な
お

『桐
生
教
育
史
』
が

「桐
生
高
等
小
学
校
」
と
書
い
た
の
は
誤
認
の
よ
う
で

あ
り
、
山
田
高
等
小
学
校
に
下
付
さ
れ
、　
一
八
九
〇
年
小
学
校
令
施
行
後
は
、
山
田

第

一
高
等
小
学
校

へ
と
受
け
継
が
れ
た
。

こ
の
高
等
小
学
校
へ
の

「御
真
影
」
下
付
の
状
況
に
対
し
て
、
尋
常
小
学
校
へ
の

複
写

「御
真
影
」
に
つ
い
て
は
、
郡
の
選
定
権
限
が
重
大
で
あ

っ
た
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
。
町
村
か
ら
は
下
付
の
希
望
が
出
さ
れ
て
も
、
郡
の
判
断
で
取
捨
選
択
が
な
さ

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
最
終
的
に
は
県
が
判
断
す
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者

は
、
「御
真
影
」
の
普
及
は
行
政
の
力
で
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
そ
の
行
政
主
体
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
旧
稿
で
課
題
と
し
て
お
い
た
が
、
そ
の
答
え
は
宮
内
省
か

ら
の
直
接
下
付
の
場
合
は
県
、
複
写

「御
真
影
」
に
つ
い
て
は
郡
と
県
の
二
段
階
で

あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
で
提
起
で
き
る
論
点
で
あ
る
。

同
時
に
、
教
員
に
よ
る
先
走

っ
た
行
為
の
結
果
で
あ
る
第
四
種

「御
真
影
」
―
―

そ
れ
は
行
政
当
局
の
権
威
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
か
ら
、
厳
し
く
叱
責
さ
れ
た
が
、

学
校
が
先
導
的
に
地
域
民
の
教
化
に
か
か
わ
ろ
う
と
ｔ
た
意
識
の
表
わ
れ
と
し
て
無

視
で
き
な
い
。

か
つ
て
の
社
会
主
義
国
と
い
わ
れ
た
国
も
、
政
治
指
導
者
の
肖
像
を
い
た
る
と
こ

ろ
に
飾

っ
て
い
た
。
歴
史
的
実
在
と
し
て
建
国
の
雄
を
称
え
る
こ
と
は
あ
り
え
る
と

し
て
も
、
国
民
主
権
の
国
家
は
国
民
全
体
の
力
で
成
り
立

つ
。
個
人
や
党
派
の
専
権

で
成
る
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
個
人
崇
拝
は
国
民
主
権
と
は
相
反
す
る
。
で
あ

れ
ば
、
政
治
指
導
者
の
肖
像
批
判
は
、
決
し
て
ひ
と
つ
明
治
日
本
の
問
題
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
現
代
と
未
来
の
課
題
に
繋
が
る
。
か
つ
て
社
会
主
義
と
い
わ
れ
た
国
で
煽

ら
れ
た
個
人
崇
拝
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
宗
主
の
統
べ
る

国
家
の
弊
害
と
し
て
、
学
校

「御
真
影
」
の
歴
史
は
、
民
主
主
義
の
成
熟
度
を
測
る

も
の
と
し
て
、
今
な
お
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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花 井

『群
馬
県
教
育
史
』
第
二
巻
、　
一
九
七
三
年
、　
一
四
八
ペ
ー
ジ
。

同
右
、　
一
五
〇
ペ
ー
ジ
。

『群
馬
県
史
』
通
史
編
９
、　
一
九
九
〇
年
、　
〓

一〇
ペ
ー
ジ
。

同
右
、　
〓

一
一
ペ
ー
ジ
。

た
だ
し
、
い
く
つ
の
高
等
小
学
校
に
下
付
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
『
群
馬
県

教
育
史
』
の
記
述
で
は

「
一
二
の
」
と
書
き
な
が
ら

一
一
校
の
よ
う
に
読
め
、

他
方

『
群
馬
県
史
』
で
は

一
三
の
郡
の
各
高
等
小
学
校
の
よ
う
に
読
め
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
「新
田
」
地
区
が
行
末
に
き
て
い
て
、
「新
田
」
の
後
に

読
点
が
な
い
た
め
に

「北
甘
楽
」
と

一
体
に
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
記

上
の
問
題
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
後
者

つ
い
て
は
、
「東
群
馬

・
南
勢
多
」

と
か

「利
根

ｏ
北
勢
多
」
と
か

「西
群
馬

・
片
岡
」
と
い
っ
た
、
分
割
し
た

書
き
方
を
し
て
お
り
、
正
し
く
は

「東
群
馬
南
勢
多
」
、
「利
根
北
勢
多
」
、

「
西
群
馬
片
岡
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
の
誤
記
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
そ

の
う
え
に
、
「緑
野
多
胡
」
「北
甘
楽
」
郡
が
欠
落
し
て
い
る
。

『桐
生
市
教
育
史
』
上
巻
、　
一
九
八
八
年
、
三
二
五
ペ
ー
ジ
。

『前
橋
市
教
育
史
』
上
巻
、　
一
九
八
六
年
、
五
四

一
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
五
四
二
ペ
ー
ジ
。

「地
域
教
育
の
展
開
と
天
皇
制
」
（花
井

『近
代
日
本
地
域
教
育
の
展
開
』

一

九
八
六
年
、
梓
出
版
社
）
で
は
静
岡
県
袋
井
市
域
を
取
り
上
げ
、
「
日
野
村

尋
常
小
学
校

「御
真
影
」
下
付
の
社
会
史
」
（花
井
信

・
三
上
和
夫

『学
校

と
学
区
の
地
域
教
育
史
』
二
〇
〇
五
年
、
川
島
書
店
）
で
は
長
野
県
中
野
市

日
野
地
域
を
対
象
と
し
た
。

（１０
）

群
馬
県
立
文
書
館
蔵

「自
明
治
二
十
二
至
全
二
十
五
年
　
御
真
影
勅
語
　
学

務
部
」
。

（ｎ
）
　

『群
馬
県
教
育
史
』
第
二
巻
、　
一
九
七
三
年
、
三
二
六
ペ
ー
ジ
以
降
。
な
お
、

一
八
九
五
年
に
は
、
沢
柳
政
太
郎
が
校
長
と
し
て
赴
任
す
る
。

『群
馬
県
史
』
通
史
編
９
、　
一
九
九
〇
年
、　
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
以
降
。

註

（
１０
）
。

同
右
。
以
下
本
章

一
の
史
料
引
用
は
、
同́
文
書
か
ら
で
あ
る
。

前
掲

『
群
馬
県
史
』

一
一
四
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
高
等
小
学
校
の
名
称
は
、
前

掲

『群
馬
県
教
育
史
』

一
〇
七
ペ
ー
ジ
及
び
九

一
四
ペ
ー
ジ
に
よ
っ
た
。

同
右

『
群
馬
県
史
』
二
八
五
ペ
ー
ジ
。

群
馬
県
立
文
書
館
蔵

「明
治
二
十
八
年
　
学
務
部
　
御
真
影
　
勅
語
謄
本

学
務
委
員
学
齢
就
学
　
知
事
官
房
」
。

（
‐８
）

群
馬
県
立
文
書
館
蔵

「
明
治
二
十
九
年
　
御
真
影
　
勅
語
　
知
事
官
房
」
。

以
下
の
叙
述
に
使
用
す
る
引
用
史
料
は
、
同
文
書
か
ら
で
あ
る
。

（
・９
）

前
橋
市
教
育
資
料
館
蔵

「明
治
二
十
三
年

一
月
　
事
務
日
誌
　
葬
鋼
高
等
小

学
校
」
。

（２０
）

前
橋
市
教
育
資
料
館
蔵
、
桂
萱
小
学
校

「沿
革
誌
」
。
以
下
に
続
く
史
料
引

用
も
同
文
書
か
ら
。

花
井
前
掲

「
日
野
村
尋
常
小
学
校

「御
真
影
」
下
付
の
社
会
史
」
。

註

（１０
）

群
馬
県
立
文
書
館
蔵

「明
治
三
十
年
中
　
学
務
部
　
御
真
影
　
勅
語
　
知
事

部
局
」
。
以
下
の
史
料
引
用
も
同
文
書
か
ら
。

同
右
。

同
右
。

〔付
記
〕
　

戦
後
派
第
二
次
世
代

（
一
九
二
〇
年
代
前
半
生
ま
れ
）
は
集
団
研
究
を

よ
く
組
織
し
た
。
特
に
東
大
グ
ル
ー
プ
の
業
績
は
戦
後
教
育
学
を
作

っ
た
。

し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
大
学
院
大
学
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
後
継
者
養
成
に
つ

17 16
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い
て
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
間
を
も

つ
。
教
職
課
程
を
置
く

大
学
が
増
え
て
、
職
業
的
教
育
学
者
は
増
え
た
も
の
の
、
学
に
専
念
す
る
教

育
学
者
は
い
か
ほ
ど
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
団
塊
の
世
代
が
院
生
で
あ
っ
た
こ

ろ
、
若
手
研
究
者
は
増
え
た
が
使
い
物
に
な
る
の
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
酷

評
さ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

教
育
学
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
せ
ば
ヽ
危
機
に
立

つ
教
育
と
ひ
さ
し
く
言

わ
れ
続
け
た
が
、
哲
人
の
ひ
そ
み
に
な
ら
え
ば
、
そ
れ
は
教
育
学
の
危
機
で

あ
る
。
戦
後
派
第

一
次
世
代
で
あ
る
中
内
敏
夫
氏
の
よ
う
に
、
自
覚
的
に
探

求
し
た
人
は
い
る
も
の
の
、
後
に
続
く
人
は
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
教

育
学
は
実
践
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
割
に
、
そ
の
困
難
さ
に
骨
身
を
削

っ
て

立
ち
向
か
う
の
で
は
な
く
、
実
践
的
と
い
う
意
味
を
取
り
違
え
て
、
教
師
養

成
の
楽
な
道
を
歩
む
教
育
学
人
が
い
る
。
教
員
養
成
学
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

端
か
ら
学
た
り
え
な
い
と
思
う
わ
た
し
か
ら
す
れ
ば

（医
師
養
成
学
と
か
法

曹
家
養
成
学
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
医
学
を
究
め
法
律
的
思
考
を
訓
練

す
る
こ
と
が
、
養
成
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
、
そ
れ
に
割
く

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
が
あ
れ
ば
、
教
育
学
を
深
め
て
ほ
し
い
と
懇
請
し
た
い

（
コ
メ
ニ
ウ
ス
の

『大
教
授
学
』
の
稀
有
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
、
パ
ン
ソ
ピ
ア

を
思
い
起
こ
す
）。

学
内
政
治
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
さ
な
い
、
学
生
指
導
は
ほ
ど
ほ
ど
に
、
よ
き

家
庭
人
た
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
よ
。
時
代
に
逆
ら
う
よ
う
で
あ
る
が
、
静
岡

大
学
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
悟

っ
た
、
学
者
の
二
つ
の

「
Ｎ
Ｏ
」
で
あ
る
。

ま
た
、
著
作
は
発
表
す
る
の
に
適
切
な
時
期
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
学
問

に
も
流
行
が
あ

っ
て
―
―
思
潮
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
時
代
に
即
す
る
こ
と

が
大
事
で
あ
る
し
、
社
会
情
勢
と
の
関
係
も
無
視
で
き
な
い
。

研
究
者
で
あ
る
こ
と
に
、
い
つ
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
精
神
と
体
が
拒
否

反
応
を
示
し
続
け
た
人
間
か
ら
の
、
学
恩
を
受
け
た
方
々
へ
の
お
別
れ
と
す

Ｚ
Ｏ
。学

位
を
ほ
し
い
と
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
的

要
因
か
ら
と
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
あ
る
事
件
に
巻
き
込

ま
れ
、
指
導
責
任
を
問
わ
れ
た
。
連
動
し
て
、
あ
る
企
画
も
の
に
参
加
し
て

い
た
の
だ
が
、
花
井
と
は

一
緒
に
や
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
そ
の
企
画
は
順

挫
し
た
。
学
界
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
し
た
ら
、
幸
運
も
作
用
し
て
学
位
が
出

た
の
だ
か
ら

（
そ
の
間
に
外
部
要
因
も
消
滅
し
て
い
た
の
だ
が
）
、
学
位
は

ま
っ
た
く
黄
金
の
林
檎
だ
っ
た
。

『
桐
生
市
教
育
史
』
と

『前
橋
市
教
育
史
』
に
わ
ず
か
な
が
ら
か
か
わ
っ

た
。
二
〇
年
経

っ
て
、
よ
う
や
く
本
稿
で
そ
の
お
返
し
の
一
端
が
で
き
る
か

と
思
う
と
、
感
無
量
で
あ
る
。




